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国 の 皆 保 険 制 度 に よ り 、 国 民 は 安 心 し て 医

療 機 関 等 で 受 診 す る こ と が 出 来 、 医 療 技 術 の

進 歩 な ど に よ り 、 病 気 の 早 期 発 見 ・ 早 期 治 療

が 可 能 と な り 、 多 く の 方 が 健 康 を 取 り 戻 し て

い る 。 し か し 、 今 後 予 想 さ れ る 少 子 高 齢 化 の

進 行 な ど に よ り 、 高 齢 者 比 率 や 生 活 習 慣 病 な

ど の 増 加 に 伴 う 国 民 健 康 保 険 財 政 の 悪 化 が 危

惧 さ れ る 。 そ こ で 、 受 診 者 等 の デ ー タ を 分 析

し 、 予 防 ・ 啓 発 事 業 の 拡 充 を 図 る べ き と 思 う

が 、 町 長 の 所 見 を 伺 う 。  


